
【改正後】(下線部は改正部分。下線網掛け部は衆議院一部修正) 
（教育）
第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能
力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよ
うにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者
でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教
育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じな
ければならない。

（削除）

２ 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者
である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供
を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。

３ 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者
でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めるこ
とによつて、その相互理解を促進しなければならない。

４ 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究
並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校
施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。
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【改正前】
（教育）
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及
び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、
教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講
じなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研
究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。

（新設）

３ 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のな
い児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることに
よつて、その相互理解を促進しなければならない。

（新設）

教育の条文のみ抜粋

○平成 ５年 心身障害者対策基本法を障害者基本法と改称
○平成１６年６月 ４日 障害者基本法の一部を改正する法律が公布・施行

（同法附則第３条において、施行後５年を目途として検討し、必要な措置を講ずることとされている。）
○平成２３年３月１１日 障がい者制度改革推進本部において障害者基本法改正案決定
○平成２３年４月２２日 閣議決定
○平成２３年６月１６日 障害者基本法改正案が衆議院で一部修正の上、可決
○平成２３年７月２９日 障害者基本法改正案が参議院で可決・成立
○平成２３年８月 ５日 障害者基本法の一部を改正する法律が公布・施行

（「障害者政策委員会」と「審議会その他の合議制の機関」に係る規定の部分については公布日から１年を超えない範囲内において施行。）

経 緯 等



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案の概要 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待 

[市町村の責務] 相談等、居室確保、連携確保 

 

[設置者等の責務] 当該施設等における障害者に

対する虐待防止等のための措置を実施 

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に対す

る虐待防止等のための措置を実施 

[スキーム] 
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３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、

保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。 
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虐待防止施策

虐
待
発
見

①事実確認（立入調査等） 

②措置(一時保護、後見審判請求)

市町村

①監督権限等の適切な行使

②措置等の公表 

都道府県 
市
町
村
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 障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること

等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措

置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当

な制限を受ける状態にあるものをいう（改正後障害者基本法 2 条１号）。 

２ ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。 

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。 

２ 障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。 

１ 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」とし

ての機能を果たさせる。 

２ 政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後３年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 

３ 平成２４年１０月１日から施行する。 

※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類（障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等）

に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要 
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介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について
（「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正）

○介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できることとする。
☆たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、現在は、一定の条件の下に実質的違法性阻却論により容認されている状況。

趣旨

○たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為
であって、医師の指示の下に行われるもの
※ 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、

たんの吸引等を行うことを業とすることができる。

☆具体的な行為については省令で定める
・たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）
・経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養）

実施可能な行為

介護職員等の範囲

○たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事に登録（全
ての要件に適合している場合は登録）

○登録の要件
☆基本研修、実地研修を行うこと
☆医師・看護師その他の者を講師として研修業務に従事
☆研修業務を適正・確実に実施するための基準に適合
☆具体的な要件については省令で定める
※ 登録研修機関の指導監督に必要な登録の更新制、届出、改善命令等の規定を整備。

登録研修機関

登録事業者

実施時期及び経過措置
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